
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
六
号

採
石
法
施
行
規
則

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
の
規
定
に
基
き
、
お
よ
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
採
石
法

施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
採
石
権
の
設
定
等
に
つ
い
て
の
協
議
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条
　
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
採
石
権
の
設
定
に
つ
い
て
の
協
議
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
に
、
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
（
未
登
記
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
土
地
台
帳
の
謄
本
。
以
下
同
じ
。
）
、
関

係
地
の
図
面
並
び
に
土
地
の
所
有
者
及
び
土
地
に
関
し
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
有
す
る
者

（
以
下
「
権
利
者
」
と
い
う
。
）
と
交
渉
し
た
経
過
を
記
載
し
た
書
面
（
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き

は
、
そ
の
理
由
書
）
を
添
え
て
、
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
採
石
権
の
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域
及
び
地
目

三
　
土
地
の
所
有
者
、
権
利
者
及
び
権
利
者
以
外
の
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

四
　
申
請
の
目
的
及
び
理
由

２
　
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
石
権
の
譲
受
に
つ
い
て
の
協
議
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
前
項
に
準
じ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所

二
　
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
採
石
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
の
所
在
地
お
よ
び
そ
の
範
囲

三
　
採
石
権
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所

四
　
申
請
の
目
的
お
よ
び
理
由

３
　
相
互
に
隣
接
す
る
土
地
に
つ
い
て
、
同
時
に
採
石
権
の
設
定
お
よ
び
譲
受
に
つ
い
て
の
協
議
の
許
可
の
申
請
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
併
記
し
た
申
請
書
を
第
一
項
に
準
じ
て
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
採
石
権
の
設
定
等
に
関
す
る
決
定
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
採
石
権
の
設
定
ま
た
は
譲
受
に
関
す
る
決
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
前
条
第
一
項
各
号
ま
た
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
外
、
協
議
の
許
可
を
受
け
た
年
月
日
を
記
載
し
た

申
請
書
を
前
条
に
準
じ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
利
の
設
定
等
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
新
た
な
権
利
の
設
定
に
つ
い
て
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
え
て
、
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
新
た
な
権
利
を
設
定
す
る
土
地
の
区
域

三
　
設
定
し
よ
う
と
す
る
新
た
な
権
利
の
種
類
及
び
新
た
な
権
利
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
理
由

２
　
法
第
十
四
条
第
二
項
の
採
石
権
の
変
更
又
は
消
滅
に
つ
い
て
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
え
て
、
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
変
更
し
、
又
は
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
採
石
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
の
所
在
地
及
び
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
範
囲

三
　
採
石
権
を
変
更
し
、
又
は
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
理
由

（
買
取
に
関
す
る
決
定
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
（
法
第
三
十
条
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
買
取
に
関
す

る
決
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
買
取
を
求
め
る
土
地
の
区
域
及
び
地
目

三
　
そ
の
土
地
を
従
来
用
い
て
い
た
目
的
及
び
そ
の
目
的
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
理
由

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
残
地
の
買
取
の
決
定
を
併
せ
て
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
買
取
を
求
め
る
残
地
に
つ
い
て
の
土
地
の
登
記
事
項

証
明
書
及
び
買
取
を
求
め
る
全
部
の
土
地
と
残
地
と
の
関
係
を
明
示
し
た
関
係
地
の
図
面
を
添
え
て
、
経
済
産
業

局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
買
取
を
求
め
る
残
地
の
区
域
及
び
地
目

二
　
残
地
を
従
来
用
い
て
い
た
目
的
及
び
そ
の
目
的
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
理
由

３
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
権
利
の
買
取
の
決
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
買
取
を
求
め
る
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
の
土
地
の
登
記

事
項
証
明
書
及
び
権
利
の
変
更
を
明
示
し
た
関
係
地
の
図
面
を
添
え
て
、
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
変
更
さ
れ
る
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
の
所
在
地
及
び
そ
の
範
囲

三
　
買
取
を
求
め
る
変
更
後
の
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
の
所
在
地
及
び
そ
の
範
囲

四
　
変
更
後
の
権
利
を
従
来
の
用
い
て
い
た
目
的
及
び
そ
の
目
的
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
理
由

（
担
保
に
つ
い
て
の
決
定
の
申
請
）

第
五
条
　
法
第
二
十
四
条
第
二
項
（
法
第
三
十
条
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
担
保
の
提
供
の
承

諾
に
つ
い
て
の
決
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
採
石
権
者
と

な
つ
た
者
と
交
渉
し
た
経
過
を
記
載
し
た
書
面
（
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
書
）
を

添
え
て
、
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
採
石
権
者
と
な
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
採
石
料
並
び
に
そ
の
支
払
の
時
期
及
び
方
法

四
　
申
請
の
目
的
及
び
理
由

（
登
記
の
まヽ
つヽ
消
の
嘱
託
の
申
請
）

第
六
条
　
法
第
二
十
七
条
の
処
分
の
制
限
の
登
記
の
まヽ
つヽ
消
の
嘱
託
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
採
石
権
の
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
採
石
権
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

三
　
申
請
の
目
的
及
び
理
由

（
存
続
期
間
の
更
新
に
関
す
る
決
定
の
申
請
）

第
七
条
　
第
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
採
石
権
の
存
続
期
間
の
更
新
に
関
す
る
決
定

の
申
請
に
準
用
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
八
条
　
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
二
条
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当

該
業
を
行
お
う
と
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
法
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
二
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
法
第
三

十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二
　
事
務
所
に
置
く
業
務
管
理
者
が
業
務
管
理
者
試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
六
号

ロ
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
事
務
所
に
置
く
業
務
管
理
者
が
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

1



四
　
事
務
所
に
置
く
業
務
管
理
者
が
申
請
者
又
は
そ
の
従
業
員
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
人

の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
業
務
管
理
者
の
住
民
票
（
都
道
府
県

知
事
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
業
務
管
理
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
に
限
る
。
）

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

六
　
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
）
及
び
事
務
所
に
置
く
業
務

管
理
者
の
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面

第
八
条
の
二
　
削
除

（
承
継
の
届
出
）

第
八
条
の
三
　
法
第
三
十
二
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
石
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
登
録
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
様
式
第
三
に
よ
る
届
書
を
、
当
該
承
継
に

係
る
採
石
業
の
登
録
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
様
式
第
四
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
石
業
者
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
て
採
石
業
者
の
地
位
を

承
継
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
四
の
二
に
よ
る
書
面
及
び
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す

る
書
面

二
　
法
第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
石
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
二
以
上
の

相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

三
　
法
第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
石
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
前
号
の
相

続
人
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

四
　
法
第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
り
採
石
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

五
　
法
第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ
り
採
石
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て

は
、
様
式
第
六
の
二
に
よ
る
書
面
、
事
業
の
全
部
の
承
継
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
法
人
の
登

記
事
項
証
明
書

六
　
承
継
人
が
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

七
　
承
継
人
（
承
継
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
）
の
生
年
月
日
を
証
す
る

書
面

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
八
条
の
四
　
法
第
三
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
に
よ

る
届
書
を
法
第
三
十
二
条
の
登
録
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
が
法
人
の
業
務
を
行
な
う
役
員
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は

そ
れ
ら
の
者
が
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及

び
第
八
条
第
二
項
第
六
号
（
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
書
面
、
当
該
変
更
が
業
務
管
理
者
の

変
更
ま
た
は
事
務
所
の
新
設
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
第
八
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号

（
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
八
条
の
五
　
法
第
三
十
二
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
採
石
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
に

よ
る
届
書
を
法
第
三
十
二
条
の
登
録
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
管
理
者
の
職
務
）

第
八
条
の
六
　
法
第
三
十
二
条
の
十
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
業
務
管
理
者
の
職
務
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
採
取
計
画
の
作
成
及
び
変
更
に
参
画
す
る
こ
と
。

二
　
岩
石
採
取
場
に
お
い
て
、
認
可
採
取
計
画
に
従
つ
て
岩
石
の
採
取
及
び
災
害
の
防
止
が
行
わ
れ
る
よ
う
監
督

す
る
こ
と
。

三
　
岩
石
の
採
取
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
岩
石
の
採
取
に
伴
う
災
害
の
防
止
に
関
す
る
教
育
の
計
画
の
立
案
若

し
く
は
実
施
又
は
そ
の
監
督
を
行
う
こ
と
。

四
　
法
第
三
十
四
条
の
二
の
帳
簿
の
記
載
及
び
法
第
四
十
二
条
の
報
告
に
つ
い
て
監
督
す
る
こ
と
。

五
　
岩
石
の
採
取
に
伴
う
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
そ
の
原
因
を
調
査
し
、
及
び
そ
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

（
業
務
管
理
者
試
験
）

第
八
条
の
七
　
業
務
管
理
者
試
験
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
実
施
す
る
も
の
と
し
、
当
該
業
務
管
理
者
試
験
を
施

行
す
る
場
所
お
よ
び
期
日
な
ら
び
に
受
験
願
書
の
提
出
期
限
は
、
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
の
公
報
で
公
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
科
目
等
）

第
八
条
の
八
　
業
務
管
理
者
試
験
は
、
筆
記
に
よ
る
試
験
と
し
、
当
該
試
験
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
ご
と

に
定
め
る
合
格
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
合
格
と
す
る
。

一
　
岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環
境
保
全
関
係
法
令
を
含
む
。
）

二
　
岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処
理
、
脱
水
ケ
ー
キ
（
脱
水
処
理
に
伴
つ
て
生
ず
る
湿
状
の

岩
石
粉
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
処
理
、
廃
土
及
び
廃
石
の
た
い
積
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す
る

技
術
的
な
事
項

（
受
験
手
続
）

第
八
条
の
九
　
業
務
管
理
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
受
験
願
書
に
写
真
（
縦
六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
つ
て
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身

像
で
、
そ
の
裏
面
に
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）
を
添
付
し
て
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
格
証
）

第
八
条
の
十
　
都
道
府
県
知
事
は
、
業
務
管
理
者
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
合
格
証
を
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
申
請
）

第
八
条
の
十
一
　
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
六
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

十
二
に
よ
る
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
岩
石
の
採
取
に
従
事
し
た
期
間
を
記
載
し
た
書
面
及
び
こ
れ
を
証
す
る
書
面
並
び
に
そ
の
期
間
に
お
い
て
岩

石
の
採
取
に
伴
う
災
害
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

二
　
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
保
安
技
術
職
員
国
家
試
験
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
上
級

保
安
技
術
職
員
試
験
に
合
格
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
格
証
の
写
し

三
　
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
岩
石
の
採
取
に
伴
う
災
害
の
防
止
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修

了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
面

四
　
履
歴
書
（
様
式
第
十
に
よ
る
も
の
）

五
　
写
真
（
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
つ
て
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）

（
認
定
証
）

第
八
条
の
十
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
六
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き

は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
認
定
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
合
格
証
等
の
再
交
付
の
手
続
）

第
八
条
の
十
三
　
第
八
条
の
十
の
合
格
証
又
は
前
条
の
認
定
証
を
汚
し
、
損
じ
、
又
は
失
つ
て
そ
の
再
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
四
に
よ
る
申
請
書
に
写
真
（
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

も
の
で
あ
つ
て
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び

年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）
を
添
付
し
て
当
該
合
格
証
又
は
認
定
証
の
交
付
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
採
取
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
八
条
の
十
四
　
法
第
三
十
三
条
の
二
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一
　
岩
石
の
賦
存
の
状
況

二
　
採
取
を
す
る
岩
石
の
用
途

三
　
廃
土
又
は
廃
石
の
た
い
積
の
方
法

（
認
可
の
申
請
）

第
八
条
の
十
五
　
法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
三
条
の
認
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
十
五
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
（
岩
石
採
取
場
の
所
在
地
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域

に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
以
下
第
八
条
の
十
六
、
第
八
条
の
十

七
及
び
第
八
条
の
十
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
岩
石
採
取
場
の
位
置
を
示
す
縮
尺
五
万
分
の
一
の
地
図

二
　
岩
石
採
取
場
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
図
面

三
　
掘
採
に
係
る
土
地
の
実
測
平
面
図

四
　
掘
採
に
係
る
土
地
の
実
測
縦
断
面
図
及
び
実
測
横
断
面
図
に
当
該
土
地
の
計
画
地
盤
面
を
記
載
し
た
も
の

五
　
法
第
三
十
二
条
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
面

六
　
岩
石
採
取
場
を
管
理
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
、
当
該
事
務
所
の
業
務
管
理
者
の
氏
名
並
び
に
当
該

業
務
管
理
者
が
当
該
岩
石
採
取
場
に
お
い
て
認
可
採
取
計
画
に
従
つ
て
岩
石
の
採
取
及
び
災
害
の
防
止
が
行
わ

れ
る
よ
う
監
督
す
る
た
め
の
計
画
を
記
載
し
た
書
面

七
　
岩
石
採
取
場
で
岩
石
の
採
取
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
申
請
者
が
権
原
を
有
す
る
こ
と
又
は
権
原
を
取
得
す
る

見
込
み
が
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
面

八
　
岩
石
の
採
取
に
係
る
行
為
に
関
し
、
他
の
行
政
庁
の
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
を
必
要
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
処
分
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
面
又
は
受
け
る
見
込
み
に
関
す
る
書
面

九
　
岩
石
採
取
場
か
ら
の
岩
石
の
搬
出
の
方
法
及
び
当
該
岩
石
採
取
場
か
ら
国
道
又
は
都
道
府
県
道
に
い
た
る
ま

で
の
岩
石
の
搬
出
の
経
路
を
記
載
し
た
書
面

十
　
採
取
跡
に
お
け
る
災
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
資
金
計
画
を
記
載
し
た
書
面

十
一
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
図
面
又
は
書
面

（
採
取
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条
の
十
六
　
法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
三
条
の
認
可
を
受
け
た
採
取
計
画
の
変
更

の
認
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
六
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
採
取
計
画
の
認
可
を
し
た
都
道
府

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
図
面
ま
た
は
書
面
の
う
ち
採
取
計
画
の
変
更
に
よ
り
記
載

内
容
の
変
更
を
必
要
と
す
る
も
の
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
八
条
の
十
六
の
二
　
法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
当
該
変
更
に
よ

つ
て
当
該
変
更
に
係
る
採
取
計
画
に
関
し
新
た
に
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
採
取
計
画
の
軽
微
な
変
更
の
基
準
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
該
変
更
に
係
る
採
取
計
画
の
認
可
を
し

た
都
道
府
県
（
岩
石
採
取
場
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄

す
る
指
定
都
市
。
）
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
八
条
の
十
七
　
法
第
三
十
三
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ま
た
は
第
二
号

の
事
項
に
つ
い
て
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
七
に
よ
る
届
書
を
法
第
三
十
三
条
の
認
可
を

し
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
止
及
び
廃
止
の
届
出
等
）

第
八
条
の
十
八
　
法
第
三
十
三
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
三
条
の
認
可
に
係
る
岩
石
採
取
場
に
お
け
る
岩
石

の
採
取
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
に
よ
る
届
書
を
当
該
認
可
を
し
た
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
坑
内
掘
り
に
よ
り
岩
石
の
採
取
を
行
つ
た
者
が
前
項
の
届
出
を
行
う
と
き
は
、
同
項
の
届
書
の
ほ
か
、
岩
石
の

採
取
の
休
止
又
は
廃
止
の
際
の
土
地
の
実
測
平
面
図
、
実
測
縦
断
面
図
及
び
実
測
横
断
面
図
（
坑
内
掘
り
に
よ
る

掘
採
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
様
式
及
び
記
載
事
項
、
公
衆
の
閲
覧
及
び
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
要
し
な
い
場
合
）

第
八
条
の
十
九
　
法
第
三
十
三
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
採
石
業
者
が
掲
げ
る
標
識
は
、
様
式
第
十
九
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

２
　
法
第
三
十
三
条
の
十
五
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
岩
石
採
取
場
を
管
理
す
る
事
務
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号

三
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

四
　
当
該
岩
石
採
取
場
に
係
る
採
取
計
画
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番
号

五
　
採
取
を
す
る
岩
石
の
種
類
、
数
量
及
び
そ
の
採
取
の
期
間

六
　
掘
採
の
方
法
及
び
掘
採
を
す
る
土
地
の
面
積

七
　
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
火
薬
類
の
使
用
の
有
無

八
　
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
機
械
の
種
類
及
び
数

九
　
岩
石
採
取
場
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
見
取
図

十
　
業
務
管
理
者
の
氏
名

３
　
法
第
三
十
三
条
の
十
五
に
規
定
す
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
三
十
三
条
の
十
五
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
と
す
る
。

一
　
常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

二
　
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
物
件
）

第
八
条
の
二
十
　
法
第
三
十
三
条
の
十
六
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
物
件
は
、
法
第
三
十
三
条
の
認
可
に
係
る
岩

石
採
取
場
に
係
る
廃
土
又
は
廃
石
の
た
い
積
し
た
も
の
と
す
る
。

（
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
の
決
定
の
申
請
）

第
九
条
　
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
の
決
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
鉱
業
権
者
若
し
く
は
租
鉱
権
者
又
は
採
石
業
者
と
交
渉
し
た
経
過
を

記
載
し
た
書
面
（
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
書
）
を
添
え
て
、
経
済
産
業
局
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
鉱
業
権
者
若
し
く
は
租
鉱
権
者
又
は
採
石
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
採
石
業
を
行
う
土
地
の
区
域
と
鉱
区
又
は
租
鉱
区
と
が
重
複
す
る
部
分
の
所
在
地

四
　
申
請
人
が
行
う
事
業
の
概
要

五
　
申
請
の
目
的
及
び
理
由

（
帳
簿
の
記
載
）

第
九
条
の
二
　
採
石
業
者
は
、
岩
石
採
取
場
を
管
理
す
る
事
務
所
ご
と
に
帳
簿
を
備
え
、
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
三
十
四
条
の
二
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
岩
石
採
取
場
ご
と
の
一
日
当
た
り
の
岩
石
の
採
取
実
績

二
　
業
務
管
理
者
が
当
該
岩
石
採
取
場
に
お
い
て
岩
石
の
採
取
に
従
事
す
る
者
を
監
督
し
た
日
時
及
び
そ
の
内
容

三
　
廃
土
又
は
廃
石
の
処
理
、
汚
濁
水
の
処
理
、
脱
水
ケ
ー
キ
の
処
理
及
び
採
取
跡
の
崩
壊
防
止
施
設
の
設
置
そ

の
他
採
取
に
伴
う
災
害
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置

四
　
岩
石
の
採
取
に
伴
う
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
災
害
の
状
況
、
そ
の
原
因
及
び
そ
れ
に
対
し
て

講
じ
た
措
置

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
九
条
の
三
　
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電

3



子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当

該
記
録
の
保
存
を
も
つ
て
法
第
三
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
の
使
用
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
他
人
の
土
地
の
使
用
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
、
関
係
地
の
図
面
及
び
工
事
設
計
書
を
添
え
て
、
経

済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
土
地
の
区
域
及
び
地
目

三
　
土
地
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四
　
使
用
の
目
的
及
び
理
由

五
　
使
用
の
予
定
期
間

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
存
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
数
に
応
じ
た

部
数
の
申
請
書
及
び
関
係
地
の
図
面
の
副
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
の
二
　
前
条
の
関
係
地
の
図
面
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
作
成
し
、
符
号
は
、
国
土
地
理

院
発
行
の
五
万
分
の
一
地
形
図
の
図
式
に
よ
り
、
こ
れ
に
な
い
も
の
は
適
宜
の
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
（
二
万
五
千
分
の
一
が
な
い
場
合
は
五
万
分
の
一
）
の
一
般
図
に
よ
つ
て
関
係
地
の

位
置
を
示
す
こ
と
。

二
　
縮
尺
百
分
の
一
か
ら
三
千
分
の
一
程
度
ま
で
の
間
で
、
関
係
地
を
表
示
す
る
に
便
利
な
適
宜
の
縮
尺
の
地
形

図
に
よ
つ
て
関
係
地
を
使
用
の
部
分
は
薄
い
緑
色
で
着
色
し
、
関
係
地
内
に
物
件
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
主
要

な
も
の
を
図
示
す
る
こ
と
。

２
　
前
条
の
工
事
設
計
書
に
図
示
す
る
施
設
の
位
置
お
よ
び
内
容
の
図
面
は
、
縮
尺
百
分
の
一
か
ら
三
千
分
の
一
程

度
ま
で
の
も
の
と
す
る
。

第
十
条
の
三
　
経
済
産
業
局
長
が
法
第
三
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
に
送
付
す
る
図
面
は
、
第
十

条
の
関
係
地
の
図
面
と
す
る
。

（
使
用
の
手
続
の
保
留
）

第
十
条
の
四
　
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
手
続
の
保
留
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
立
書
を
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
第
十
条
の
関
係
地
の
図
面
に
、
使
用
の
手
続
を
保
留
す
る
土
地
の
範
囲
を
黒
色
の
斜
線
を
も
つ
て
表
示

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
立
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
所
在
地
及
び
面
積

三
　
使
用
の
手
続
を
保
留
す
る
土
地
の
所
在
地
及
び
面
積

四
　
使
用
の
手
続
を
保
留
す
る
理
由

五
　
使
用
の
手
続
開
始
の
予
定
期
日

（
報
告
）

第
十
一
条
　
採
石
業
者
は
、
毎
年
三
月
末
日
ま
で
に
、
岩
石
採
取
場
ご
と
に
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
様

式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
業
務
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書
を
当
該
岩
石
採
取
場
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
採
石
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
採
取
場
の
位
置

三
　
採
取
す
る
岩
石
の
名
称

四
　
岩
石
の
採
取
の
根
拠
と
な
る
権
利
の
種
類

五
　
製
品
の
品
目
及
び
品
目
別
の
一
年
間
の
生
産
量

六
　
公
益
の
保
護
の
た
め
に
と
つ
た
措
置

（
証
票
）

第
十
二
条
　
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
は
、
様
式
第
二
十
一
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

第
十
三
条
　
削
除

（
意
見
聴
取
会
）

第
十
四
条
　
法
第
三
十
八
条
で
準
用
す
る
鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
百
二
十
六
条
又
は

法
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条
第
四
項
及
び
第
三
十
条
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
三
十
四
条
第

三
項
、
法
第
三
十
四
条
の
五
若
し
く
は
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
経
済
産
業
大
臣
又

は
経
済
産
業
局
長
が
し
た
処
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
経
済
産
業
大
臣
若
し
く
は
経
済
産
業
局
長
又
は
こ

れ
ら
の
者
が
指
名
す
る
職
員
が
議
長
と
し
て
主
宰
す
る
意
見
聴
取
会
に
よ
つ
て
行
う
。

第
十
五
条
　
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者
そ
の
他

参
考
人
に
、
意
見
聴
取
会
へ
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
　
利
害
関
係
人
又
は
そ
の
代
理
人
と
し
て
意
見
聴
取
会
（
法
第
三
十
八
条
で
準
用
す
る
鉱
業
法
第
百
二
十

六
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
出
席
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
書
面
を
も
つ
て
当
該
事
案
に
つ
い
て
利
害

関
係
の
あ
る
こ
と
を
疎
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
　
意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
審
査
請
求
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人

に
審
査
請
求
の
要
旨
及
び
理
由
を
陳
述
さ
せ
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
議
長
が
処
分
又
は
申
請
の
要
旨
及

び
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
審
査
請
求
に
係
る
意
見
聴
取
会
に
、
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
出
席
し
て
い
な
い
と
き
は
、
審
査
請
求

書
の
朗
読
を
も
つ
て
そ
の
陳
述
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
　
議
長
は
、
議
事
を
整
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
陳
述
ま
た
は
証
拠
の
呈
示
を
制

限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
議
長
は
、
意
見
聴
取
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
不
穏
な

言
動
を
す
る
者
を
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条
　
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
会
を
延
期
し
、
又
は
続
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
は
、
議
長
は
、
次
回
の
期
日
及
び
場
所
を
定
め
、
こ
れ
を
当
事
者
及
び
利
害
関
係
人
に
通
知
し
、

か
つ
、
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
　
意
見
聴
取
会
に
つ
い
て
は
、
調
書
を
作
成
し
、
当
該
事
案
の
記
録
に
つ
づ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
調
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
議
長
が
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
案
の
表
示

二
　
意
見
聴
取
会
の
期
日
及
び
場
所

三
　
議
長
の
職
名
及
び
氏
名

四
　
出
席
し
た
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

五
　
出
席
し
た
利
害
関
係
人
又
は
そ
の
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

六
　
そ
の
他
の
出
席
者
の
氏
名

七
　
弁
論
及
び
陳
述
又
は
そ
れ
ら
の
要
旨

八
　
証
拠
が
提
示
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
証
拠
の
標
目

九
　
そ
の
他
意
見
聴
取
会
の
経
過
に
関
す
る
主
要
な
事
項

第
二
十
一
条
　
当
事
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
事
案
の
記
録
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
参
加
人
そ
の
他

書
面
を
も
つ
て
当
該
事
案
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
を
疎
明
し
た
者
お
よ
び
こ
れ
ら
の
代
理
人
も
、
同
様

と
す
る
。

（
公
示
）

第
二
十
二
条
　
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
要
旨
の
公
示
は
、
経
済
産
業
局
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
と
と

も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
第
十
四
条
の
意
見
の
聴
取
に
係
る
公
示
に
準
用
す
る
。
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（
申
請
書
等
の
提
出
部
数
）

第
二
十
三
条
　
第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
条
の
四
ま
た
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申

請
書
そ
の
他
の
書
類
の
部
数
は
、
正
本
一
通
お
よ
び
写
し
一
通
と
す
る
。

２
　
第
八
条
、
第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
四
ま
た
は
第
八
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書
そ
の
他
の
書

類
の
部
数
は
、
正
本
一
通
お
よ
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３
　
第
八
条
の
五
、
第
八
条
の
九
、
第
八
条
の
十
三
、
第
八
条
の
十
七
又
は
第
八
条
の
十
八
の
規
定
に
よ
り
提
出
す

る
届
書
そ
の
他
の
書
類
の
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

４
　
第
八
条
の
十
五
ま
た
は
第
八
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
の
部
数
は
、
正
本
一

通
お
よ
び
当
該
岩
石
採
取
場
が
所
在
す
る
市
町
村
の
数
に
二
を
加
え
た
数
の
写
し
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
四
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
第
二
十

二
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
一
条
第
一
項
（
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
又
は
同
条
第
二

項
若
し
く
は
第
三
項
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類

二
　
第
三
条
各
項
の
申
請
書

三
　
第
四
条
各
項
の
申
請
書

四
　
第
五
条
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類

五
　
第
六
条
の
申
請
書

六
　
第
九
条
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類

七
　
第
十
条
第
一
項
の
申
請
書

八
　
第
十
条
の
四
の
申
立
書

（
採
取
計
画
に
関
す
る
協
議
）

第
二
十
八
条
　
法
第
四
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
協
議
は
、
採
取
計
画
の
認
可
の
手
続
の
例
に
よ
り
行
な
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
二
十
九
条
　
第
八
条
第
一
項
、
第
八
条
の
四
、
第
八
条
の
五
、
第
八
条
の
七
、
第
八
条
の
九
、
第
八
条
の
十
一
、

第
八
条
の
十
五
か
ら
第
八
条
の
十
八
ま
で
、
第
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
（
都
道
府
県
知
事
の
事
務
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
都
道
府
県
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度

に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

２
　
第
八
条
の
十
五
か
ら
第
八
条
の
十
八
ま
で
、
第
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
（
指
定
都
市
の
長
の
事
務
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
指
定
都
市
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限

度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
八
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
こ
の
省
令
の
施

行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ
た

効
力
を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
異
議
の
申
立
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
七
月
二
二
日
通
商
産
業
省
令
第
九
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
二
月
二
三
日
通
商
産
業
省
令
第
一
六
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
六
月
一
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
八
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
採
石
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
六
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四

十
六
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
四
日
通
商
産
業
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
五
月
二
三
日
通
商
産
業
省
令
第
五
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
採
石
法
施
行
規
則
の
様
式
に
基
づ
く
用
紙
に

つ
い
て
は
、
平
成
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
九
日
通
商
産
業
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
日
通
商
産
業
省
令
第
二
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
採
石
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
又
は
異
議
申
立
て

に
係
る
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
一
日
経
済
産
業
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
採
石
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
行
わ
れ
て
い
る
採
取
計
画
の
認
可
の
申
請
及
び
法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い

る
採
取
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
一
六
日
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
一
二
日
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
鉱
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
日
経
済
産
業
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様

式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
九
日
経
済
産
業
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
六
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
写
真
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
採
石
法
施
行
規
則
第
八
条
の
十
九
第
二
項
の

次
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
令
様
式
第
十
九
の
改
正
規
定
並

び
に
第
二
十
五
条
中
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
次

に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
様
式
第
四
の
改
正
規
定
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制

改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１
（
第
８
条
関
係
）

様式第1（第8条関係）（平12通産令337・全改、平27経産令71・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 収入証紙 ×整理番号 採石業者 はり付け欄 ×審査結果 消印を しない 登録申請書年月日 ×受理年月日 こと。 ×登録番号 年月日 殿 住所 氏名又は名称及び法人にあ つては、その代表者の氏名 採石法第32条の登録を受けたいので、同法第32条の2第1項の規定に 基づき、次のとおり申請します。 1事務所の名称及びその所在地 2その事務所に置く業務管理者の氏名 3法人にあつては、その業務を行う役員の氏名 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3事務所の名称及びその所在地は、登録を受けようとする都道 府県の事務所だけでなくすべての事務所について記載すること とする。  

様
式
第
２
　
削
除

様
式
第
３
（
第
８
条
の
３
関
係
）

様式第3（第8条の3関係）（昭46通産令96・全改、平7通産令51・平11通産令24・平13経産令99・平27経産令71・令元経産令17・一部改正） ×整理番号 採石業承継届書 年月日 ×受理年月日 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあつ ては、その代表者の氏名 採石法第32条の6第2項の規定に基づき、次のとおり届出ます。 承継の原因 氏名又は名称 法人にあつては、その代 表者の氏名 住所 被承継者に 関する事項 法第32条の登録を受けた 年月日及び登録番号 事務所の名称及び所在地 業務管理者の氏名 登録年月日及び登録番号 承継者に関 事務所の名称及び所在地 する事項 業務管理者の氏名 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
４
（
第
８
条
の
３
関
係
）

様式第4（第8条の3関係）（昭46通産令96・全改、平7通産令51・平11通産令24・平13経産令99・平27経産令71・令元経産令17・一部改正） ×整理番号 採石業承継届書 年月日 ×受理年月日 年月日 殿 住所 氏名又は名称及び法人にあつ ては、その代表者の氏名 採石法第32条の6第2項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。 承継の原因 被承継者が第32条の登録を 受けた年月日及びその登録 番号 承継者が法第32条の登録を 受けた年月日及びその登録 番号 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  

様
式
第
４
の
２
（
第
８
条
の
３
関
係
）

様式第4の2（第8条の3関係）（平9通産令79・追加、平11通産令24・平27経産令71・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 採石業者事業譲渡証明書 年月日 ×受理年月日 年月日 殿 譲り渡した者氏名又は名称及び法人にあ つては、その代表者の氏名 住所 譲り受けた者氏名又は名称及び法人にあ つては、その代表者の氏名 住所 次のとおり採石業者の事業の全部の譲渡しがありましたことを証明しま す。 1譲り渡した者の登録年月日及び登録番号 2譲渡しの年月日 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
５
（
第
８
条
の
３
関
係
）

様式第5（第8条の3関係）（昭46通産令96・全改、平7通産令51・平11通産令24・平27経産令71・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 採石業者相続同意証明書 年月日 ×受理年月日 年月日 殿 住所 証明者氏名 次のとおり採石業者について相続がありましたことを証明します。 1被相続人の氏名及び住所 2登録の年月日 3登録番号 4採石業者の地位を承継するものとして選定された者の氏名及び住所 5相続開始の年月日 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2証明者氏名の項は、採石業者の地位を承継するものとして選定された者以外の相続人全員が記載すること。 3×印の項は、記載しないこと。  

様
式
第
６
（
第
８
条
の
３
関
係
）

様式第6（第8条の3関係）（昭46通産令96・全改、平7通産令51・平11通産令24・平27経産令71・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 採石業者相続証明書 年月日 ×受理年月日 年月日 殿 住所 証明者氏名 次のとおり採石業者について相続がありましたことを証明します。 1被相続人の氏名及び住所 2登録年月日 3登録番号 4採石業者の地位を承継した者の氏名及び住所 5相続開始の年月日 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2証明者は、2人以上とすること。 3×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
６
の
２
（
第
８
条
の
３
関
係
）

様式第6の2（第8条の3関係）（平13経産令99・追加、平27経産令71・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 採石業者事業承継証明書 年月日 殿 被承継者名称及び代表者の氏名 住所 承継者名称及び代表者の氏名 住所 次のとおり分割により採石業者の事業の全部の承継がありましたことを証明します。 1被承継者の登録の年月日及び登録番号 2承継の年月日 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  

様
式
第
７
（
第
８
条
の
４
関
係
）

様式第7（第8条の4関係）（昭46通産令96・追加、平7通産令51・平11通産令24・平27経産令71・令元経産令17・一部改正） 年月日 ×受理年月日 登録事項変更届書 ×登録番号 年月日 殿 住所 氏名又は名称及び 法人にあつては、 その代表者の氏名 採石法第32条の7第1項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。 1変更事項の内容 従前の内容変更後の内容 2変更の年月日 3変更の理由 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3法人の業務を行う役員若しくは業務管理者の変更又は事務所の新設に係る変更であるときは、当該役員又は業務管理者の氏名にふりがなを付すこと。  
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様
式
第
８
（
第
８
条
の
５
関
係
）

様式第8（第8条の5関係）（昭46通産令96・追加、平7通産令51・平11通産令24・令元経産令17・一部改正） ×整理番号 採石業廃止届書 年月日 ×受理年月日 年月日 殿 住所 氏名又は名称及び 法人にあつては、 その代表者の氏名 採石法第32条の8の規定に基づき、次のとおり届け出ます。 1登録の年月日及び登録番号 2事業を廃止した年月日 3事業を廃止した理由 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  

様
式
第
９
（
第
８
条
の
９
関
係
）

様式第9（第8条の9関係）（昭46通産令96・追加、昭58通産令13・平7通産令51・平11通産令24・令元経産令17・一部改正） 収入証紙は ×整理番号 り付け欄 受験願書年月日 ×受理年月日 （ 消印をし ないこ と。 ） ×試験の結果 年月日 殿 氏名 採石業務管理者試験を受けたいので、採石法施行規則第8条の9の規定に 基づき、申請します。 住所 氏名及び生年月日 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
１
０
（
第
８
条
の
１
１
関
係
）

様式第10（第8条の11関係）（昭46通産令96・追加、昭58通産令13・平7通産令51・平11通産令24・平12通産令337・令元経産令17・一部改正） 履歴書 住所 氏名 生年月日 学歴 職歴 賞罰 上記のとおり相違ありません。 年月日 氏名 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2職歴には、採石業に関するものを特に詳細に記載すること。  

様
式
第
１
１
（
第
８
条
の
１
０
関
係
）

様式第11（第8条の10関係）（昭46通産令96・追加、昭58通産令13・平7通産令51・令元経産令17・一部改正） 採石業務管理者試験合格証 第号 氏名 生年月日 採石法第32条の13第1項の規定に基づく採石業務管理者試験に合格したこ とを証する。 年月日 都道府県知事 （備考）用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
２
（
第
８
条
の
１
１
関
係
）

様式第12（第8条の11関係）（昭46通産令96・追加、平7通産令51・平11通産令24・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 収入証紙は ×整理番号 り付け欄 ×受理年月日年月日 （ 消印をし ないこ と。 ） 採石業務管理者認定申請書 ×認定の結果 ×認定年月日年月日 年月日 殿 住所 氏名 採石業務管理者としての知識及び技能の認定を受けたいので、採石法施行 規則第8条の11の規定に基づき、申請します。 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  

様
式
第
１
３
（
第
８
条
の
１
２
関
係
）

様式第13（第8条の12関係）（昭46通産令96・追加、昭58通産令13・平7通産令51・平27経産令71・令元経産令17・一部改正） 採石業務管理者認定証 第号 氏名 生年月日 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定に基づき、採石業務管理者として の知識及び技能を有するものと認定する 年月日 都道府県知事 （備考）用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
４
（
第
８
条
の
１
３
関
係
）

様式第14（第8条の13関係）（昭46通産令96・追加、昭58通産令13・平7通産令51・平11通産令24・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 再交付申請書 ×受理年月日年月日 ×再交付年月 年月日 日 年月日 殿 住所 氏名 採石業務管理者試験合格証・認定証の再交付を受けたいので、採石法施行 規則第8条の13の規定に基づき、申請します。 生年月日 合格証・認定証の番号 理由 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3「合格証・認定証」は、いずれか一方を消すこと。  

様
式
第
１
５
（
第
８
条
の
１
５
関
係
）

様式第15（第8条の15関係）（昭46通産令96・追加、平7通産令51・平11通産令24・平18経産令32・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 収入証紙は ×整理番号 り付け欄 採取計画 ×審査結果 認可申請書 （ 消印をし ないこ と。 ） ×受理年月日年月日 ×認可番号 年月日 殿 住所 氏名又は名称及び 法人にあつては、 その代表者の氏名 登録年月日及び登 録番号 採石法第33条の規定に基づき、次のとおり採取計画の認可を申請します。 1岩石採取場の区域 2採取をする岩石の種類及び数量 3採取の期間 4岩石の採取の方法及び採取のための設備その他の施設に関する事項 5岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 6岩石の賦存の状況 7採取をする岩石の用途 8廃土又は廃石のたい積の方法 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3「岩石採取場の区域」については、岩石採取場の所在地（地番まで表示すること。）及び面積を記載すること。 4「採取をする岩石の種類及び数量」については、採取をする岩石の種類ごとの数量及びこれらを合計した数量をそれぞれトン単位で記載すること。 5「廃土又は廃石のたい積の方法」については、たい積の方法のほか、たい積場の設置場所、傾斜面のこう配等について記載すること。 
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様
式
第
１
６
（
第
８
条
の
１
６
関
係
）

様式第16（第8条の16関係）（昭46通産令96・追加、平7通産令51・平11通産令24・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 収入証紙は ×整理番号 り付け欄 採取計画の変更 ×審査結果 認可申請書 （ 消印をし ないこ と。 ） ×受理年月日年月日 ×認可番号 年月日 殿 住所 氏名又は名称及び 法人にあつては、 その代表者の氏名 登録年月日及び登 録番号 採石法第33条の5第1項の規定に基づき、次のとおり採取計画の変更の認 可を申請します。 1採取計画の変更の内容 従前の採取計画の内容変更の内容 2変更の理由 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
１
７
（
第
８
条
の
１
７
関
係
）

様式第17（第8条の17関係）（昭46通産令96・追加、平7通産令51・平11通産令24・令元経産令17・一部改正） ×整理番号 氏名等変更届書 ×受理年月日年月日 年月日 殿 住所 氏名又は名称及び 法人にあつては、 その代表者の氏名 登録年月日及び登 録番号 採石法第33条の5第4項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。 1変更の内容 従前の内容変更後の内容 2変更の理由 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  

様
式
第
１
８
（
第
８
条
の
１
８
関
係
）

様式第18（第8条の18関係）（昭46通産令96・追加、平7通産令51・平11通産令24・令元経産令17・一部改正） ×整理番号 岩石採取休止・廃止届書 ×受理年月日年月日 年月日 殿 住所 氏名又は名称及び法人に あつては、その代表者の 氏名 登録年月日及び登録番号 採石法第33条の10の規定に基づき、次のとおり届け出ます。 1採取計画の認可（変更の認可を含む。）を受けた年月日 2当該岩石採取場における岩石の採取の休止・廃止の年月日（休止の場合 にあつては、再開予定年月日） 3当該岩石採取場の状況 （備考）1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3「休止・廃止」は、届出事由によりいずれか一方を消すこと。 4「当該岩石採取場の状況」については、採取跡の崩壊防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止を図るための措置の実施状況を含めて記載すること。   

15



様
式
第
１
９
（
第
８
条
の
１
９
関
係
）

 

様
式
第
２
０
　
削
除

様
式
第
２
１
（
第
１
２
条
関
係
）

様式第21（第12条関係）（昭46通産令96・追加、平7通産令51・平12通産令337・平26経産令62・一部改正） 表 ←8．4センチメートル→ 写真添付面  →12センチメトル← 第号 ー 職氏名 生年月日 採石法第42条の規定による 立入検査証 年月日発行 有効期間 経済産業大臣、経済産業局長 都道府県知事、指定都市の長 裏 採石法抜すい 第33条採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取 を行う場所（以下「岩石採取場」という。）ごとに採取計画を定め、当該岩 石採取場の所在地を管轄する都道府県知事（当該所在地が地方自治法（昭 和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以 下「指定都市」という。）の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管 轄する指定都市の長。以下この節並びに第三十三条の十七、第三十四条の 六及び第四十二条から第四十二条の二の二までにおいて同じ。）の認可を受 けなければならない。 第42条 経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事は、この法律の施 行に必要な限度において、採石業者からその業務の状況に関する報告を徴 し、又はその職員にその岩石採取場若しくは事務所に立ち入り、業務の状 況若しくは帳簿書類を検査させることができる。 2前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証票を携帯し、 関係人に呈示しなければならない。 3第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。 第44条 左の各号の1に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。 四第42条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 
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様
式
第
２
２
（
第
２
４
条
関
係
）

様式第22(第24条関係) 

 

 収入印紙は
り付け欄 
消 印 を し
な い こ
と。 

電磁的記録媒体提出票 
×整 理 番 号   

×受理年月日 年 月 日 

年  月  日   

 

 

         殿 

 

住 所                    

 氏名又は名称及び
法人にあつては、
その代表者の氏名 

 

 

 

 採石法第 条第 項の規定による申請(又は申立て)に際し提出すべき書類に記載すべ

きこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を以下のとおり提出いたします。 

 本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。 

1 電磁的記録媒体に記録された事項 

2 電磁的記録媒体と併せて提出される書類 

(備考) 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

    2 ×印の項は、記載しないこと。 

    3 法令の条項については、当該申請(又は申立て)の適用条文名を記載すること。 

    4 「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されて

いる事項を記載するとともに、二枚以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電

磁的記録媒体ごとに整理番号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載

すること。 

    5 「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、当該申請(又は申立て)

の際に本票に添付されている電磁的記録媒体に記録されている事項以外の事項

を記載した書類を提出する場合にあつては、その書類名を記載すること。 

    6 「収入印紙」の欄には、収入印紙をはることとされている書類について電磁的

記録媒体による手続を行う場合にあつては、収入印紙をはり付けること。 

    7 該当事項がない欄は、省略すること。 
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